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子
ど
も
医
療
費
助
成

町住民生活課　TEL096－234－1113（内線106）

■
子
ど
も
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を

　

全
額
助
成
し
て
い
ま
す

　
町
で
は
、
子
育
て
支
援
の
一
環
と
し

て
、
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。
子
ど
も
医
療
費
助
成
は
、

子
ど
も
の
養
育
者
に
対
し
て
、
そ
の
医

療
費
の
自
己
負
担
分
（
保
険
適
用
分
）

を
全
額
助
成
す
る
も
の
で
、
子
ど
も
の

健
全
な
育
成
と
子
育
て
世
帯
の
負
担
軽

減
を
目
的
と
し
た
制
度
で
す
。

　
町
で
は
、
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
拡

充
の
た
め
に
、
現
在
、
15
歳
ま
で
と
し

て
い
る
助
成
対
象
年
齢
を
令
和
４
年
４

月
以
降
の
診
療
分
か
ら
18
歳
ま
で
に
引

き
上
げ
ま
す
。

▼
令
和
４
年
度
以
降
の
対
象
者

　
本
町
に
住
所
を
有
す
る
０
歳
か
ら
満

18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
ど
も

▼
受
給
資
格
者

　
対
象
と
な
る
子
ど
も
を
養
育
し
、
か

つ
生
計
を
同
じ
く
す
る
人
（
保
護
者
）

▼
助
成
対
象
と
な
ら
な
い
も
の

・
保
険
診
療
外
の
医
療
費
（
健
康
保
険

　
の
適
用
範
囲
外
の
場
合
）

・
高
額
療
養
費
お
よ
び
家
族
療
養
附
加

　
金
、
学
校
災
害
共
済
給
付
金
に
該
当

　
す
る
場
合

・
公
費
負
担
金
の
場
合

■
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
に
は

　
子
ど
も
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
た

め
に
は
、
町
が
発
行
す
る
「
子
ど
も
医

療
費
受
給
者
証
」
が
必
要
で
す
。
町
住

民
生
活
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
平
成
18
年
４
月
２
日
以
降
に

生
れ
た
対
象
者
に
は
、
受
給
者
証
を
３

月
下
旬
か
ら
順
次
郵
送
し
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
子
ど
も
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る

　
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

・
受
給
資
格
者
（
保
護
者
）
の
預
金
通
帳

▼
次
の
場
合
は
早
め
の
届
出
を

　
氏
名
、
住
所
、
加
入
し
て
い
る
健
康

保
険
や
振
込
み
口
座
な
ど
に
変
更
が
生

じ
た
と
き
や
受
給
資
格
を
失
っ
た
と
き

（
転
出
時
な
ど
）
、
ま
た
、
診
療
が
第
三

者
行
為
に
よ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
町

住
民
生
活
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線1０4）

■ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
と
は
、

日
本
に
住
民
票
を
有
す
る
す
べ
て
の
方

（
外
国
人
も
含
む
）
が
持
つ
12
桁
の
番

号
で
、
社
会
保
障
や
税
な
ど
の
分
野
で

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
は
、
顔
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
公

的
証
明
書
で
あ
り
、
本
人
確
認
の
際
の

身
分
証
明
書
と
し
て
も
活
用
で
き
ま
す
。

ま
た
、
健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用
も

始
ま
っ
て
お
り
、
町
内
の
医
療
機
関
で

も
活
用
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　
１
月
31
日
現
在
の
本
町
で
の
普
及
率

は
約
40
％
（
県
全
体
で
は
約
41
％
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。
町
で
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
さ
ら
な
る
普
及
促
進
の

た
め
、
平
日
の
日
中
に
受
け
取
り
や
申

請
が
難
し
い
人
を
対
象
に
、
臨
時
の
休

日
・
夜
間
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

職
員
が
無
料
で
顔
写
真
を
撮
影
す
る
申

請
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。

　
窓
口
の
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
ご
利

用
の
場
合
は
事
前
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
３
月
の
臨
時
休
日
・
夜
間
窓
口

・
３
月
６
日
（
日
）
、
27
日
（
日
）
午

　
前
９
時
〜
午
後
１
時

・
３
月
31
日
（
木
）
午
後
５
時
15
分
〜

　
午
後
７
時
30
分

■
お
受
け
取
り
に
必
要
な
書
類

●
本
人
確
認
書
類

　
運
転
免
許
証
（
暗
証
番
号
も
含
む
）、

旅
券
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
在
留
カ
ー

ド
な
ど
顔
写
真
付
き
の
物
い
ず
れ
か
１

つ
（
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
介
護
保

険
証
、
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
学
生

証
、
医
療
受
給
者
証
な
ど
顔
写
真
な
し

の
場
合
は
、
い
ず
れ
か
２
つ
）

※
運
転
免
許
証
の
暗
証
番
号
が
分
か
ら

　
な
い
場
合
は
、
被
保
険
者
証
な
ど
も

　
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子
証
明

　
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
（
は
が
き
）

●
印
か
ん
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
　（
内
線
１
０
４
）

マイナンバーカードが健康
保険証として利用できます

こ の ス テ ッ カ ー が 目 印 で す！

子 ど も 医 療 費 の 助 成 を
18歳 ま で 引 き 上 げ

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 ま で お 尋 ね く だ さ い

Public Relations KOSA
March 2022



町からのお知らせ　【３月】

11

国
民
年
金

町住民生活課　TEL096－234－1113（内線105）

■ 

国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産
後
期

間
の
免
除
制
度
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出
産

の
際
に
、
出
産
前
後
の
一
定
期
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る

　

期
間

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す

る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
（
以
下

「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
）
の
国
民

年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
産
前

産
後
期
間
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
年

金
額
を
計
算
す
る
際
に
保
険
料
を
納
め

た
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産
予

定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３

カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
カ
月
）

　
以
上
の
出
産
を
い
い
ま
す
（
死
産
、

　
流
産
、
早
産
さ
れ
た
人
を
含
み
ま
す
）。

※
平
成
31
年
４
月
分
か
ら
の
国
民
年
金

　
保
険
料
が
免
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
人

　
「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」
で
、

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の

人▼
申
請
方
法

　
申
請
書
類
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は

町
住
民
生
活
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま

す
。
免
除
を
希
望
す
る
人
は
必
要
事
項

を
記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
出

産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
提
出
可
能

で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
書
類

●
出
産
前
に
申
請
す
る
場
合

　
母
子
健
康
手
帳
な
ど
出
産
予
定
日
お

よ
び
胎
児
数
が
確
認
で
き
る
も
の

●
出
産
後
に
申
請
す
る
場
合

　
町
で
出
産
日
な
ど
が
確
認
で
き
る
人

　
は
申
請
不
要
で
す
。（
被
保
険
者
と

　
子
が
別
世
帯
で
あ
る
場
合
を
除
く
）

●
死
産
な
ど
に
よ
り
申
請
す
る
場
合

　
死
胎
埋
火
葬
許
可
証
や
医
師
な
ど
が

　
作
成
し
た
死
産
証
明
書
な
ど
分
娩
日

　
お
よ
び
胎
児
数
が
確
認
で
き
る
も
の

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線1０6）

■
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格
に

　

異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
届
け
出
を

　
世
帯
主
は
、
自
分
の
世
帯
員
に
国
民

健
康
保
険
の
資
格
異
動
（
転
入
、
転
出
、

社
会
保
険
へ
の
加
入
ま
た
は
脱
退
な

ど
）
が
あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に
必

ず
町
へ
届
け
出
を
し
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
給

付
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
職
場
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
以
外
は
、
国
民
健
康
保
険
に
入
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
３
～
４
月
は
、
就
職

や
退
職
な
ど
で
異
動
が
多
い
時
期
で
す
。

忘
れ
ず
に
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

※
国
民
健
康
保
険
税
は
、
届
け
出
を
し

　
た
日
の
月
か
ら
で
は
な
く
、
国
民
健

　
康
保
険
に
加
入
し
た
日
（
転
入
日
や

　
社
会
保
険
の
資
格
喪
失
日
な
ど
）
の

　
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
必
要
が

　
あ
り
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

　

有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

皆
さ
ん
が
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の
有

効
期
限
は
、
７
月
31
日
（
日
）
で
す

（
短
期
証
を
除
き
ま
す
）。

　
令
和
４
年
度
の
新
し
い
被
保
険
者
証

は
、
有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に
世
帯
主

あ
て
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

■
あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ
う
治
療
券

　

の
発
行
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯

を
対
象
に
、
町
と
協
定
を
締
結
し
た
施

術
業
者
で
は
り
治
療
な
ど
を
受
け
る
場

合
、
１
回
の
治
療
に
対
し
て
１
０
０
０

円
の
補
助
が
受
け
ら
れ
る
治
療
券
を
発

行
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
の
「
あ
ん
ま
・
は
り
・

き
ゅ
う
治
療
券
」
の
使
用
期
限
は
、
３

月
31
日
（
木
）
で
す
。
令
和
４
年
度
の

治
療
券
は
４
月
１
日
（
金
）
か
ら
発
行

し
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で

治
療
券
が
必
要
な
人
は
、
町
住
民
生
活

課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

国民健康保険の資格異動
は 届 け 出 が 必 要 で す

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 ま で お 尋 ね く だ さ い

産 前 産 後 期 間 は 国 民
年 金 保 険 料 が 免 除 に

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 ま で お 尋 ね く だ さ い
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